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※第二次栗東市人権擁護計画より抜粋　

正しい知識と理解の浸透を図り、今なお続く重大な差別事象として部落差別（同和
問題）への関心を持ち、差別を許さない意識・態度を高めていく必要があります。
（１）人権・同和教育の推進
（２）部落差別（同和問題）の正しい理解と認識に向けた啓発の推進

（３）地域総合センター（隣保館）事業の充実
（４）相談体制等の充実
（５）調査等の実施

部落差別（同和問題）

市民一人ひとりが、固定的な性別役割分担意識や女性に対する偏見や差別を解消し、
男女がともに役割も責任も分かち合い、その個性と能力が発揮でき、多様性を認め合
える「誰もが自分らしく生きることができる公正で多様性に富んだ社会」の実現が求
められています。

（１）男女共同参画・人権尊重に向けた意識づくり

（２）生活の場における男女共同参画の促進

（３）働く場における男女共同参画の推進

（４）あらゆる暴力の根絶に向けた啓発と相談体制の充実

女性

さらなる高齢化を見据え、家庭における虐待の防止および早期発見・対応体制の構

築、認知症高齢者などの支援体制の充実を図る必要があります。さらに、高齢者が健

康に、かつ生きがいを持ちながら自立した日常生活を過ごし、何らかの支援が必要に

なっても本人の希望や個性が尊重され、尊厳を保持しながら住みなれた家庭や地域で

生活できるような社会の仕組みづくりが求められています。。

（１）高齢者の人権と権利擁護の推進

（２）高齢者の生きがいづくりと社会参加の充実

（３）高齢者が安心して生活できる環境づくり

高齢者

障がいや疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情により社会的な支援の必要性

が高い子どもやその家族を含め、一人ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保障す

ることが必要です。

（１）子どもの人権尊重と児童虐待防止対策など子どもの安全を守る取組の推進

（２）子どもの人権を尊重した保育・教育の推進

（３）いじめや不登校などへの対策強化

（４）障がいのある子どもと発達の気になる子どもへの支援

（５）相談・支援体制の充実

子ども

さまざまな分野の人権問題に対する取組の方向性

さまざまな分野の人権問題の解決、人権尊重のまちづくりの推進に向けた必要な

取組の方向性やその内容について、分野別施策として示しています。

現実社会と同様にインターネット上でも誰もが人権侵害の加害者、被害者になる

可能性があることを認識し、メディアリテラシーを身につけ情報を判断するととも

に、人権感覚を持って利用することが求められています。

（１）啓発と関係機関との連携

（２）子どもに対する情報モラル教育

さまざまな人権問題について、それぞれの歴史や特性に十分に配慮し、教育・啓

発から相談・支援まで、継続性のある取組を進める必要があります。また、社会情

勢の変化などにより顕在化している人権に関わる課題も生じており、さまざまな課

題の解決を図るための教育および啓発を進める必要があります。。

（１）啓発と関係機関との連携

さまざまな人権問題

さまざまな場面での社会的障壁を取り除くため、合理的配慮の実施を促進する必

要があります。障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域で

支えるまちづくりとともに、すべての人が障がいの有無に関係なく平等に交流する

ことができ、個性を尊重し合い、みんなが共に支え合うことができる住みやすいま

ちの実現が求められています。

（１）障がいおよび障がいのある人への理解を深める福祉学習・交流活動の推進

（２）一人ひとりのニーズに応じた支援を行う特別支援教育の充実

（３）地域で安心して暮らせる体制づくり

（４）障がいのある人の雇用・就労支援体制の充実

（５）障がいのある人の権利擁護の推進

障がいのある人

生活者としての外国籍市民に関わる課題に向き合い、外国籍市民が地域社会の構成

員として共に暮らしていけるまちを築く必要があります。
（１）多文化共生のための教育・啓発の推進

（２）外国人が暮らしやすい環境づくり

（３）地域における多文化共生社会の取組推進

外国人

インターネットによる人権侵害

感染症による差別を決して繰り返さないために、不確かな情報に惑わされること

なく、一人ひとりが感染症予防に努めながら、自分も相手も大切に思いやる気持ち

を持って行動することが求められています。

（１）感染症等に関する正しい知識の普及・啓発

（２）感染症等患者に対する差別の解消

<new> 感染症等患者

多様な性のありようを包摂し、性の多様性を「自分ごと」として捉えることがで

きる社会を築いていく必要があります。

（１）啓発活動の推進

（２）子どもに対する教育等の充実

<new> 性的指向・性自認（性同一性）



１　あらゆる場を通じた人権教育および人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

40
女性

（１）

男女共同参画社会推
進事業
（各種審議会などへ
の女性(委員)の参
画）

審議会等における女性委員の割合
(平成３１年)(女性委員数/全委員数)
４０％

各種審議会や委員会などへの女性の参画
促進についての働きかけなど啓発を行
う。
女性活動団体への支援を行う。

附属機関等の女性委員の割合
33.73％

未実施
自
治
振
興
課

追加
３

女性
（１）

「栗東市ひとが輝く
パートナープラン」
の推進

栗東市男女共同参画社会づくり推進協
議会を開催（年２回）

栗東市男女共同参画社会づくり推進協議
会を開催し、「栗東市ひとが輝くパート
ナープラン」に基づき施策を総合的かつ
計画的に推進できているか検証する。

男女共同参画社会づくり推進
協議会の開催（年２回）
第１回開催（7/28）
第２回開催（2月書面会議）

未実施
自
治
振
興
課

41
女性

（２）

男女共同参画社会推
進事業
（固定的性別役割分
担意識）

市民意識調査(平成３１年)
｢男性は仕事、女性は家庭」という考え
方に同感しない市民意識の割合
70.0％

男女共同参画社会の実現に向けた課題に
ついて、きらめきRitto実行委員会、市
内の女性団体や地振協、各種団体との連
携、協働により啓発やセミナーの開催を
行う。

〇「男女共同参画週間(6月)」
啓発（HP、電光掲示板）

〇男女共同参画啓発チラシ
「だれもが自分らしく生きる
ことができる社会へ」の配布
　自治会回覧（５月）、市内
事業所へ配布（７月）、広報
12月号折込

〇広報6月号本文　男女共同
参画週間啓発（6/23-6/29）

自
治
振
興
課

42
女性

（２）
（３）

男女共同参画社会推
進事業

市民意識調査(平成３１年)
仕事と生活の調和（ワークライフバラ
ンス）について言葉も内容も知ってい
る事業所の割合
　60.0％

ワーク・ライフ・バランスの大切さにつ
いて啓発を行う。

〇「仕事と生活の調和推進月
間(11月)」啓発(HP、電光掲示
板)

〇滋賀のイクメン情報誌
「MEN'S CARAT shiga」を設置

〇栗東市女性活躍セミナーオ
ンライン開催（2/28）

未実施

自
治
振
興
課

追加
６

女性
（４）

ＤＶ防止対策の推進 市民意識調査（平成３１年）
　ＤＶを経験したことがある女性
　の割合　　１０．４％より減少

ホームページなど様々な媒体を通じた周
知・啓発に取り組む。

〇「女性に対する暴力をなく
す運動実施期間11/12～
11/25」
啓発(HP、電光掲示板、庁舎内
のぼり旗・ポスター掲示・
ティッシュ配布)　、コミュニ
ティセンターで啓発品の配布
市長をはじめ、庁舎内の職員
にパープルリボン着用の協力
を依頼した。

未実施

自
治
振
興
課

追加
７

女性
（４）

セクハラ防止対策の
推進

市民意識調査（平成３１年）
　セクハラを経験したことがある女性
　の割合　　９．６％より減少

ホームページなど様々な媒体を通じた周
知・啓発に取り組む

○セクハラ防止啓発
HPにより啓発

〇「若年層の性暴力予防月
間」HP、FBにより啓発（4/1-
4/30）

自
治
振
興
課

評　価

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （自治振興課）

人権・同和教育啓発目標

○外国籍市民も地域の一住民として共に生活できるよう、交流の場を提供し、ふれあいや交流を通じて多文化共生の社会づくり、
  相互理解の促進に努めます。
　また、啓発事業から男女共同参画社会の実現に継続して取り組みます。

十里地域課題解決のための目標

○関係機関等との連携を図り、外国籍市民との交流や異文化に触れる機会などから、子どもたちの自己実現や地域における多文化共
生の意識と感覚を養い、また、男女共同参画の意識の推進に継続して努めます。
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番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

評　価

75
外国人
（１）

国際交流事業
（栗東国際交流協会
等との協働）

互いの文化的ちがいを認め合い、対等
な関係を築こうとしながら、地域社会
の構成員として共に生きていく、多文
化共生の意識づくりを推進する。

関係団体との共催により、多文化を知り
学び理解する機会づくりに取り組む。

・ロテリアウォーキング
　6/5　参加人数　10人

・世界と出会う交流広場
10/31→新型コロナウイルスの
影響により中止

・世界と出会う玉手箱
6/11　参加人数　23人

自
治
振
興
課

80
外国人
（２）
（３）

国際交流事業（在住
外国人支援事業等）
委託事業

相談窓口開設・毎週水曜日午後ニーズ
に応じた翻訳による行政サービスの提
供

・ポルトガル語通訳による生活相談
　窓口の設置（毎週水曜日午後）
・各課で作成している各種文書の翻
　訳（主にポルトガル語）

（相談件数）
　４月　　１３件
　５月　　　９件
　６月　　１４件
　７月　　１３件
　８月　　　９件
　９月　　１７件
１０月　　　８件
１１月　　　４件
１２月　　２１件
　１月　　１５件
　２月　　　９件
　３月　　１６件
　　計　１４８件

（翻訳）　計　２１件

ポケトーク使用による各課の
窓口対応　　１８件

（相談件数）
　４月　　１３件
　５月　　　９件
　６月　　１１件
　　計　　３３件
　
ポケトーク使用による各課の
窓口対応　　　２件

自
治
振
興
課

81
外国人
（２）
（３）

国際交流事業
（日本語教室補助事
業）

日本語教室平均受講者数　10人/回 毎月第２・４土曜日にボランティアによ
る日本語教室を開催し、外国人市民の日
本語や文化の習得を支援する。

２０．４７人／回（平均）

参加延べ人数　３０７人
４月　５１人（２回開催）
５月　４５人（２回開催）
６月　４８人（２回開催）
７月　１９人（１回開催）
10月　３６人（２回開催）
11月　３４人（２回開催）
12月　１８人（１回開催）
１月　２１人（１回開催）
３月　３５人（２回開催）

※8月9月2月は新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響により
中止

１８．２人／回（平均）

参加延べ人数　　９１人
４月　３８人（２回開催）
５月　３８人（２回開催）
６月　１５人（１回開催）

自
治
振
興
課

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫
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１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（ ２ ０ ２ １ 年 度 ）

実 績
（ ２ ０ ２ ２ 年 度 ） 成 果 課 題

主
管
課

3
同和問題
（１）

職場研修推進員説明
会・職場研修

部落差別をはじめとするあらゆる差別
に気づき、考え、差別をなくすために
行動する職員を育成する。

目標値
・職場研修の開催 年２回以上（人
権・同和問題にかかる職員研修２回）

「令和４年度栗東市人権・同和問題職員
研修基本方針」に基づき全体集合研修を
補完するものとして、各職場における人
権・同和問題に関する研修（「第二次栗
東市人権擁護計画」を必須とし、部落差
別の解消の推進に関する法律、十里まち
づくり等を選択）を開催する。

【職場研修推進員説明会】
　5/13書面による開催

【職場研修（人権・同和問題）】
　開催部署49/対象部署56（執行率87.5%）
　開催回数111回（複数日開催は1回とした場合）
　（平均2.0回開催）
　参加人数延べ1,589人

【職場研修推進員説明会】
　5/18開催　参加者54名/対象部署63

【職場研修（人権・同和問題）】
　各所属において、年間2回（上半期、下半期
で各1回を想定）に向けて実施中

総
務
課

4
同和問題
（１）

人権・同和問題職員
集合研修

経験年数や本人のスキルに応じて階層
別に開催し、職員としての人権・同和
問題に対する認識を深め、資質および
実践力の向上を養う。

目標値
・各階層別研修の実施　年１回

正規職員のみならず、会計年度任用職
員、指定管理者職員を対象に職員集合研
修を実施する。

・初任者研修
・基礎研修
・特別研修
・応用研修①

【初任者研修（会計年度任用職員及び指定管理者職
員新任者】
　5/27開催「様々な人権問題、人権・同和問題住民
意識調査から、人権三法について」
　講師：同和教育指導員（平島氏）
　参加者49名
　
【代替研修①】
3/11～3/28までの執務時間中（オンデマンド開催）
「様々なハラスメント」
講師：（公財）滋賀県人権センター（河口氏）

【代替研修②】
3/11～3/28までの執務時間中（オンデマンド開催）
「人権と部落差別解消推進法」
講師：（公財）滋賀県人権センター（四方氏）

※代替研修①、②については当初予定していた基礎
研修、応用研修①～③の代替

未実施

※令和４年６月２７日に初任者研修実施予定
※他研修については実施時期未定

総
務
課

評　価

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （総務課）

人権・同和教育啓発目標

○「栗東市人権･同和問題職員研修基本方針」に基づき、部落差別をはじめあらゆる差別の解消に向けて行動する職員を育成します。
【集合研修】
　「人権･同和問題職員研修計画」により、職員の在職年数に応じた受講対象を基本に、ステップアップ方式の研修コース（初任者→基礎→応用）を実施するとともに、職員とし
て必ず身につけておくべき知識、押さえておくべき内容等について階層別に学習する機会の充実をはかり、人権意識の高揚に努めます。
【職場研修】
　職場研修実施責任者（所属長）及び職場研修推進員が中心となり、職場単位で人権･同和問題学習を必須科目として位置づけ、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の解
決にむけた課題等について学習し、その解決策や自分自身ができることを共に考え、行動力と実践力を高めていきます。また、「第二次栗東市人権擁護計画」の共有理解、「部落
差別解消推進法」及び「十里まちづくり事業」等を踏まえた内容の研修を年２回以上実施するよう取り組みます。

十里地域課題解決のための目標

○「栗東市人権･同和教育基本方針」を踏まえ、『栗東市人権･同和問題職員研修基本方針』に基づき、住民意識調査によって明らかとなった地域課題への解決に向け
て、行政の責務として、今もなお社会に現存する部落差別をはじめとするあらゆる差別に気づき、考え、差別の解消に向けて行動する職員の育成に努めます。
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番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（ ２ ０ ２ １ 年 度 ）

実 績
（ ２ ０ ２ ２ 年 度 ） 成 果 課 題

主
管
課

評　価

5
同和問題
（１）

新規採用者（予定
者）研修

部落差別をはじめとするあらゆる差別
に気づき、考え、差別をなくすために
行動する職員を育成する。

目標値
・新規採用者研修を採用者全員
　に実施

本市職員としての採用（後）にあたり、
差別を許さず、解決の主体者としての認
識を高め、職務上直ちに必要とする基礎
知識・技術を習得することにより、職場
での適応能力を養う。
また、各種の研修会への派遣を義務づけ
ることにより、職員としての人権感覚を
さらにみがく。
　
・新規採用予定職員研修（人権）
・新任職員研修（人権学習）、「じんけ
んセミナー栗東」への派遣

【新任職員（前期）研修（人権学習）】
　4/13～15開催「いろいろな人権～人権課題と差別
について～」」
　講師：（公財）滋賀県人権センター（松浦氏
　　　　　等）
　本市参加者15名/対象者15名（参加率100％）

【企業内人権・同和問題「新規採用者等」研修会】
　未実施

【途中採用者研修】
　7月採用者
　7/1　参加者4名/対象者4名（参加率100％）

【じんけんセミナー栗東】
　人権政策課主催、コロナ禍により動画配信にて開
催され、新任職員に対し視聴について通知した。

【次年度新規採用予定者研修】
　3/12開催「様々な人権問題、2020人権・同和問題
住民意識調査、人権三法」
　参加者参加者21/対象者22名（参加率96％）

【新任職員（前期）研修（人権学習）】
　4/13～15開催「人権学習（基本的な知識の習
得）」
　講師：（公財）滋賀県人権センター（曽我
　　　　氏等）
　本市参加者22名

【職場研修（人権・同和問題）】
　各所属において、年間2回（上半期、下半期
で各1回を想定）に向けて実施中

総
務
課

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫
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１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども
４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（ ２ ０ ２ ２ 年 度 ） 成 果 課 題

主
管
課

6
同和問題
（１）

市職員派遣事業 職員が差別を許さず、差別をなくす主
体者としての認識を高める。

目標値
・びわこ南部地域人権啓発連続講座実
行委員会が主催するびわこ南部地域人
権啓発連続講座に、市の職員を毎月１
０名派遣し、復命をおこない、認識を
高める。
　（年間１２０名）

部落差別をはじめ、あらゆる差別を撤廃
するため、人権尊重の地域づくりに寄与
することを目的として開催されている、
びわこ南部地域人権啓発連続講座に市職
員を派遣し、報告書を提出することで人
権意識の認識を高める。

派遣職員数
20名／年のうち12名（5月・７
月・11月に派遣）

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、R3年度は主催者側
が年間回数を年12回から年6回
（奇数月開催）に変更して実
施。参加人数も、1団体最大4名
までと人数制限を設けられてい
る。
1団体で参加が可能な4名×6回
で年間24名の職員を派遣予定で
あったが、9月・1月・3月の3回
がコロナ禍の影響により中止さ
れ、年間派遣数が12名に変更。

派遣職員数
30名／年のうち5名（年間：奇数
月 年6回×5名派遣で計画・5月
派遣済）

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、R4年度は主催者側
が年間回数を年12回から年6回
（奇数月開催）に変更して実
施。参加人数も、1団体最大5名
までと人数制限を設けられてい
る。（通常時は年12回×10名＝
120名派遣で計画）

人
権
政
策
課

9
同和問題
（１）
（２）

人権関係団体による
啓発などの事業

人権関係団体との協働を通じ、市民に
よる市民への啓発を行うことで人権意
識の高揚を図る。

目標値
・人権関係団体への学習会、研修会実
施回数  年２回
・街頭啓発の実施
　年２回の実施

・人権関係団体と人権尊重に向けた啓発
事業を共催で実施する。
・人権関係団体の人権意識高揚のため、
学習会、研修会を実施する。
・人権関係団体とともに街頭啓発などを
実施し、広く市民への啓発活動を行う。

①学習会、研修会実施回数３回
・人権擁護推進協議会総会後研
修：中止
・人権擁護委員会総会後研修：
中止
・同和対策促進連絡協議会総会
後の研修：中止
＊新型コロナウイルス感染症防
止による。

②県外研修
・同和対策促進連絡協議会県外
研修：中止
・人権３団体合同研修会：中止
＊新型コロナウイルス感染症防
止による。

③街頭啓発
・6/1人権擁護委員の日：中止
・9/1同和問題啓発強調月間：
中止
・女性の人権ホットライン強化
週間：2021（令和3）年11月1
日、田舎の元気やで実施。
・12月人権週間：2021（令和
3）年12月9日、市内3か所で実
施。参加：43名（事務局含む）

①学習会、研修会実施回数３回
・人権擁護推進協議会総会後研
修：中止
・同和対策促進連絡協議会総会
後の研修：中止

＊新型コロナウイルス感染症防
止による。

・人権擁護委員会研修（6月定例
会後）：第二次栗東市人権擁護
計画について　11名（事務局含
む）

②県外研修
・同和対策促進連絡協議会県外
研修：実施に向け準備中。
・人権３団体合同研修会：実施
に向け協議（8月上旬）予定。

③街頭啓発
・6/1人権擁護委員の日：田舎の
元気やで実施。
・9/1同和問題啓発強調月間：9
月上旬実施予定。
・女性の人権ホットライン強化
週間：11/12・13、じんけん広場
ふれあい文化祭（小柿）会場で
実施予定
・12月人権週間：12月上旬実施
予定

人
権
政
策
課

評　　　　価

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （人権政策課）

人権・同和教育啓発目標

○関係機関や団体と連携しながら、各種人権啓発活動及び擁護活動を行い、同和問題をはじめあらゆる人権問題の正しい理解と認
識を培い、人権を尊重することの大切さを呼びかけ、多くの市民が参加して差別を許さない、差別に立ち向かう行動ができる人づ
くりに取り組みます。

十里地域課題解決のための目標

○地域課題を解決するためには、差別を解消することが最も大切な取り組みであるという認識のもと、行政の責務として各種人
権啓発活動・事業を継続して実施し、自分ごととして人権・同和問題をとらえ、正しい理解と認識を培う市民啓発活動に取り組
みます。また、部落解放・人権政策確立要求びわこ南部地域実行委員会としても事業展開を推進します。
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番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（ ２ ０ ２ ２ 年 度 ） 成 果 課 題

主
管
課

評　　　　価

10
同和問題
（１）
（２）

人権擁護推進事業
補助事業

人権擁護委員並びに人権擁護推進員に
よる啓発活動や擁護活動を行い、人権
擁護の取り組みを推進する。

目標値
・人権いろいろ相談開催
　１０回
・人権教室開催

市内全保育園、幼稚園、幼児園、小
学校で実施

人権擁護委員並びに人権擁護推進員によ
る差別のない人権を尊重する社会の実現
を目指し、人権いろいろ相談、保幼小へ
の人権教室の開催など人権擁護活動を展
開する。

①人権いろいろ相談の開催
・月１回、4月と1月を除き、年
10回を予定していたが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響によ
り9月が中止となり、年9回実
施。
5～3月実施　相談件数：14件
＊後日、職員による追加対応
（電話・来庁：2件）も行っ
た。

②高齢者福祉施設訪問研修
・年度当初は夏季に市内施設訪
問を計画していたが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大の現状を
鑑み、今年度は実施を見送り。

③人権教室開催
・5歳児を対象に（19園）で6月
～1月実施、参加総数：704名
・小学校2・5・6年生の児童を
対象に（9校）で5月～2月実
施、参加者総数：2,268名
＊Ｒ2年度から5年生は希望校の
み。
＊うち小学生を対象としたスマ
ホ・ケータイ人権教室（5
校）、参加者数：526名
＊一部中止となった教室あり。

④人権の花運動
・治田東小学校
・大宝東小学校
＊4月～12月で事業実施

①人権いろいろ相談の開催
・月１回、4月と1月を除き、年
10回実施予定。
5・6月実施　相談件数：2件

②高齢者福祉施設訪問研修
・年度当初に市内施設訪問で計
画。＊新型コロナウイルス感染
症に考慮して、内部の研修会に
計画変更の可能性あり。

③人権教室開催
・5歳児を対象に（21園）で6月
～1月実施予定。6/15現在：１園
実施
・小学校2・5・6年生の児童を対
象に（9校）で6月～2月実施予
定。
＊Ｒ2年度から5年生は希望校の
み。

④人権の花運動
・治田西小学校
・金勝小学校
＊4月～12月で事業実施

人
権
政
策
課

12
同和問題
（２）

人権尊重に向けた啓
発事業

市民を対象に人権を尊重することの大
切さや命の尊さについて幅広く啓発を
行い、人権意識の高揚を図る。

目標値
・各講演会などの参加者数
　３００人
・各講演会などのアンケートの「研修
内容を活かしたい」と回答した人の割
合
　９５．０％

じんけんセミナー栗東、人権文化事業な
ど市民啓発事業を開催し、同和問題をは
じめとするさまざまな人権問題への理
解・啓発を行う。

①じんけんセミナー栗東
インターネット配信による講演
会（講演映像の配信による実
施）
実施期間：8/27～9/30
講師：桂ぽんぽ娘、子どもの人
権をテーマとした講演（30分×
2本）視聴回数：215回
②人権啓発紙『りっとう～じん
けん便り～』（第2号）・
31,500部発行。テーマ：「イン
ターネットと人権」。9月号の
広報折込：28,900部の他、市内
公共施設等で配布。
③人権文化事業
インターネット配信による講演
会（講演映像の配信による実
施）
実施期間：11/26～12/28、講
師：大西　連、貧困問題とコロ
ナをテーマとした講演（90分）
視聴回数：112回

①じんけんセミナー栗東（きら
めきRitto実行委員会共催）の実
施に向け取り組み中。
7月26日（火）19：00～
栗東芸術文化会館さきら 大ホー
ル
講師：仲岡しゅん（弁護士）、
演題：LGBTとｼﾞｪﾝﾀﾞｰ・ｾｸｼｭｱﾘﾃｨ
を巡る人権課題
②人権啓発紙『りっとう～じん
けん便り～』（第3号）・31,500
部発行に向け取り組み中。
部落差別に関する内容で9月号の
広報折込：28,900部の他、市内
公共施設等での配布予定。
③人権文化事業（障がい福祉課
共催）
12月1日（火）19：00～
栗東芸術文化会館さきら 大ホー
ル
講師：片岡亮太（盲目の和太鼓
奏者）テーマ：障がいのある人
の人権で施予定

人
権
政
策
課
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番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（ ２ ０ ２ ２ 年 度 ） 成 果 課 題

主
管
課

評　　　　価

追加
１

同和問題
（１）
（２）

部落解放・人権政策
確立要求びわこ南部
地域実行委員会への
参画事業

部落解放・人権政策確立要求びわこ南
部地域実行委員会が主催する事業への
参画する。
目標値
・総会・連続講座・学習会など主宰事
業への参加
・基本法ニュースの発行・配布
・実行委員会が参加を呼びかける諸集
会への参加

人権文化の構築と差別撤廃・人権政策確
立に向けて、滋賀県実行委員会をはじめ
県内外の組織と連携と連帯を深め、「部
落解放基本法（案）」に盛り込まれた
「人権侵害救済法」の早期制定の実現を
めざし、部落解放・人権政策確立要求び
わこ南部地域実行員会の一員として、加
盟団体とともに事業展開を推進する。

①研修会等への参加
・総会後の講演会 5/15、33名
・幹事級研修会　 8/20、2名
演題：「外国人をめぐる人権課
題と多文化共生」、講師：金光
敏（キム・クァンミン）さん
・交流研修会　11/16・17、1名
岡山県瀬戸内市「国立療養所長
島愛生園」見学、姫路市野里・
砥堀「高木・砥堀二区フィール
ドワーク」
・部落解放・連続講座　3/16、
7名演題：「人間は尊敬すべき
もの-水平社創立の理念に学ぶ-
」、講師：駒井忠之（水平社博
物館館長）
②基本法ニュース発行 31,500
部
12月広報に折り込み：29,600部
の他、市内公共施設等で配布。
③部落解放・人権政策確立
要求中央集会 5月中止・
10/28・1名参加。

①研修会等への参加
・総会後の講演会：5/14、24名
・幹事級研修会：8/8 参加予定
・交流研修会：10/26・27 参加
予定
・連続講座:2月参加予定
②基本法ニュース発行 31,500部
12月広報に折り込み：28,900部
の他、市内公共施設等で配布。
③部落解放・人権政策確立
要求中央集会 5/23　1名参加。
5/24狭山市民集会　1名参加。
＊両集会10月開催も参加予定。

人
権
政
策
課

　

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫

‐7‐  



１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

34
同和問題
（３）

ひだまりの家（相談事業） 地域と信頼関係を結び、自立支
援に向けた身近な相談窓口とな
る。

目標値
・相談担当者実践研修参加回数
　７回

・各種相談（就労・生活・教育・
　健康など）への迅速かつ的確な
　対応
・各分野における訪宅活動と情報
　共有、ケース会議
・関係機関との連携・支援方策検討
　会議
・連絡調整会議
・迅速な情報提供

相談担当者実践研修参加回数
回数　　５回
　スーパービジョン研修等

6月15日現在
相談担当者実践研修参加回数
回数　　2回
　地域総合センター職員研修
会等

ひ
だ
ま
り
の
家

35
同和問題
（３）

ひだまりの家（福祉事業） 日常訓練、レクリェーションな
どを行うことにより、その自立
を助長し生きがいを高め、健康
維持と介護予防を図る。交流の
場を設け、人権・同和問題に対
する理解と認識を高める。
訪宅活動を通して、地域の高齢
者の利用を促進する。
目標値
・デイサービス利用者数
　２，３００人

・隣保館デイサービス
・地区内利用の促進
・市内全域利用の促進
・利用者交流と人権啓発
・老人福祉センター機能の利用促進
・生きがいと健康づくりを通じて利用
　者相互の交流と地域交流の促進など

デイサービス利用者数
　　　　１３９９人

6月15日現在
デイサービス利用者数
　　　　　４５８人

ひ
だ
ま
り
の
家

36
同和問題
（３）

ひだまりの家（教育事業） 子どもたちの解放の力を育てる
ことを目標に、地域の仲間と支
え合える豊かなつながりと、困
難に立ち向かい最後までやりと
おす力の育成、自らの進路実現
に向けた自己学習力の向上に取
り組む。
次代のリーダーとして取り組む
青年層の自主的な活動を支援す
る。

目標値
・就学前自主活動学級開催数
・小学生自主活動学級開催数
・中学生自主活動学級開催数
　計１２１回

・就学前および小中学生への教育事業
　の展開と保護者への啓発
・解放学習および進路学習を柱とする
　自主活動学級の推進
・高校から青年層への部落解放の担い
　手としてのリーダー育成

就学前自主活動学級開催数
　　　　　　　　１１回
小学生自主活動学級開催数
　　　　　　　　４５回
中学生自主活動学級開催数
　　　　　　　　４５回

6月15日現在
就学前自主活動学級開催数
　　　　　　　　　２回
小学生自主活動学級開催数
　　　　　　　　　５回
中学生自主活動学級開催数
　　　　　　　　　７回

ひ
だ
ま
り
の
家

評　価

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （ひだまりの家）

人権・同和教育啓発目標

○教育事業をきっかけに、相談事業や福祉事業、地域交流および人権啓発事業と連携した地域住民への支援を行います。
○部落差別解消推進法の背景となった情報化の進展や社会情勢の不安定さについて認識を深め、一人ひとりが互いの人権を尊重し合
い、部落差別をはじめとするあらゆる差別や偏見のない住みよいまちの実現に向けた啓発・教育に取り組みます。
○「栗東市人権・同和教育基本方針」に基づき、「十里まちづくり事業」を成し遂げた人々の熱い思いにせまり、自らの生き方につ
なぐ学習を計画し、差別意識の解消に向けた効果的な啓発を行います。

十里地域課題解決のための目標

○「１８歳の時点で自己を実現する力をつける」ことを目標に、学校・園・地域・ひだまりの家・関係課が連携し、子どもを中心
に、差別をなくし自立して生きる人間を、保護者とともに育成します。
○複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な相談支援体制の構築とともに、地域社会から孤立を防ぎ、地域における多世代
の交流や多様な活躍の機会と役割を生み出す地域づくりに向けた支援を実施することで、ひだまりの家を中心として関係機関や団体
との連携を深め、人と人、人と地域がつながる、人権を尊重し合うコミュニティづくりをめざします。

‐8‐  



番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

評　価

37
同和問題
（３）

ひだまりの家（地域交流・人
権啓発事業）

人権意識の啓発・高揚を目的
とし、住民相互のふれあいと地
域交流、文化活動の推進と生涯
学習、各種講座の実施と自主活
動サークルの育成を図る。ま
た、図書、おはなし会などを通
して、ふれあいの場を設ける。

目標値
・図書の貸し出し本数
　８，０００冊
・講座開催数
　１２５回

・図書コーナー「ゆめのくに」の利用
　促進
・各種講座の実施と自主活動サークル
　の育成
・実行委員会形式による「大宝西ふれ
　あい解放文化祭」の開催
・各種団体における人権啓発活動
　（研修）の情報交換の場の開催
・広報誌配布
・館内掲示などによる部落差別をはじ
　めあらゆる差別をなくすための
　人権啓発
・施設利用の促進

図書コーナー「ゆめのくに」
の図書貸し出し数
　１０，４９２冊

各種講座の実施講座開催数
　　５０回

6月15日現在
図書コーナー「ゆめのくに」
の図書貸し出し数
　２，００８冊

6月15日現在
各種講座の実施講座開催数
　　１５回

ひ
だ
ま
り
の
家

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫
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１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

61
障がいの
ある人
(１)

栗東市手話奉仕員養
成講座委託事業
基礎課程

　聴覚障がいに対する理解を持ち、手
話で会話ができる市民を増やすことに
よって、聴覚に障がいのある人が積極
的に社会参加できるような、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ社
会の実現を目指す。

目標（値）
・受講者数　　２０人
・修了者　　　２０人

聴覚に障がいのある人の生活や関連す
ることに理解や認識を深めるとともに、
手話で自由に日常会話ができるように取
り組む。（厚生労働省のカリキュラムに
基づき２1回実施。）

新型コロナウィルス感染症が拡大した
場合は防止対策として、休講、途中での
中止も視野に入れ、厚生労働省のカリ
キュラムにとらわれず、規模を縮小し実
施する。

当初は6月～10月の実施を予定
していたが、新型コロナウイ
ルス感染症対策のため、8月中
旬～9月末まで休講とし、10月
から再開し、12月22日まで実
施。（カリキュラム変更な
し）
　講座申込み人数　18名
　修了者数　14名

6月1日から基礎課程（主に入
門課程の修了者対象）開講。
全29回で、2月1日までの予
定。

6月15日現在受講者数　12名
（定員20名）

障
が
い
福
祉
課

62
障がいの
ある人
(１)

レクリエーションス
ポーツ大会

　レクリエーションスポーツ大会の事
業展開を進めていく中で、企画・運営
を障がいのある人自身が主体的に参加
運営を行うことで、より一層の社会参
加を促進するとともに、ボランティア
との交流を深める。

目標（値）
・参加者
　障がいのある人　５００人
　ボランティア　　１００人

スポーツを通して、体力の増強、機能
回復と残存機能の維持、向上を目指し、
障がいの有無に関わらず、地域住民やボ
ランティアと一日を過ごし、障がいのあ
る人の社会参加の促進と、交流の促進に
ついて取り組む。

新型コロナウィルス感染症拡大防止対
策をとる場合は、大会の中止、延期を視
野に入れ取り組む。

６月２６日（中止） 　レクリエーションスポーツ
大会実行委員会にて、6月25
日に規模を縮小(参加者100人
程度）して開催することに決
定。 障

が
い
福
祉
課

63
障がいの
ある人
(１)

障がい児芸術文化講
座委託事業

　障がいのある人の社会参加が進むよ
うに、芸術・文化活動を推進する。

目標（値）
・構成人員　１０人

障がいのある人や児童とその保護者の
充実した余暇活動や地域での生活基盤の
確立を目的に、ダンスを通じて市民交流
を深める。

令和３年３月３１日付を持っ
て、座ポップコーンSが解散さ
れたため未実施。

委託先であった団体が無くな
り、事業は未実施。代わる取
り組みについて検討中。 障

が
い
福
祉
課

64
障がいの
ある人
(１)

夏季日中一時支援事
業委託事業

　障がいのある児童の余暇活動とし
て、夏休み期間中に指導員やボラン
ティアと創作活動やプール遊びなどを
行い、楽しく充実した規則正しい夏休
みを過ごすことにより、児童の社会参
加を促進する。

目標（値）
・毎年の継続開催（開催場所の諸条件
を満たす施設が不足、ボランティアの
不足などの課題があるため）

夏休み期間中に指導員やボランティアと
創作活動やプール遊びなどを行う。

R3.7.21～R3.8.31

利用登録者　：  　 9人
延べ利用数　：　　35回
協力事業所　： 4事業所

夏休み期間中実施予定

協力事業所：　6事業所

障
が
い
福
祉
課

評　価

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （障がい福祉課）

人権・同和教育啓発目標

○障がいのある人を対象としたレクリエーションスポーツ大会の開催や県主催の各種スポーツ大会等への参加、サロンの開催などを通し
て、より多くの障がいのある人が積極的に社会参加できるよう推進していきます。また、障がいのある人の社会参加にはかかせないボラ
ンティアの育成を通じて、市民交流を深め、事業に関わるすべての人が“お互いを知る”ことから取り組み、事業を推進していきます。

十里地域課題解決のための目標

○障がいのある人やその家族の相談に応じてのケース会議については、ひだまりの家や関係機関との連携と役割分担を行い、情報の共
有に努めます。合わせて、専門の相談機関等につなぐなど、障がいのある人やその家族への相談支援に取り組みます。
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番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

評　価

69
障がいの
ある人
(３)

視覚障がい者生活行
動訓練事業
委託事業

　視覚に障がいのある人の行動訓練と
あわせ、「見えない、見にくいこと」
とはどういうことかを知り、ひとりで
も多くガイドヘルパーとして活動して
いただける人を増やす。

目標値
・参加人数
　２０人（内ボランティア１０人）

障がいのある人がボランティアによる
介助を受けながら、公共交通機関を利用
して、様々な場所に出かけることで自信
をつけ、不安なく社会参加ができるよう
に訓練を行う。

新型コロナウイルス感染症の
拡大により、参加者の安全面
を考えて中止とした。

未実施

障
が
い
福
祉
課

73
障がいの
ある人
(４)

栗東サロン「歩」
委託事業

　障がいのある人や生活困窮者等がサ
ロンに自主的に参加し、仲間づくりや
交流及び自立に向けた活動をすること
ができる場を提供し、生活適応能力の
回復及び促進、社会性の向上と自立を
図る。

目標（値）
・サロン開催数／週１回（盆・年末年
始を除く）

普段なかなか外出の機会がない人、う
つ病など,こころの病気のある人などがお
茶を飲みながら話したり、畑作業に取り
組んだり、仲間作りや他人とのコミュニ
ケーションの練習や生活のリズムを作り
ながら、社会復帰のための第１歩となる
ようにする。

開催場所：なごやかセンター

毎週木曜日開催
開催回数　35回
・利用者実人数　14人
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実人数　 4人
　延参加人数　　345人
(新型コロナウイルス感染の影
響により8/26～9/30、1/27～
3/31休止、時間短縮と感染対
策実施）

毎週木曜日開催
開催回数　7回
・利用者実人数　10人
・延参加人数　50人 障

が
い
福
祉
課

74
障がいの
ある人
(５)

成年後見制度利用支
援事業委託事業

　成年後見制度の利用支援により障が
いのある人の権利を擁護する。

障がいのある人が成年後見制度を利用
できるよう相談窓口を整備するととも
に、権利擁護支援の必要な人を発見し、
適切な支援につなげる。

随時相談受付
出張相談会開催8・12月
なんでも相談会11月20日開催
権利擁護に関する支援者研修
会
権利擁護・成年後見相談件数
10件（人）
本人・親族申立数　0件
市長申立件数　0件

権利擁護・成年後見相談件数
2件（人）
本人・親族申立数　0件
市長申立件数　0件

障
が
い
福
祉
課

追加
１９

障がいの
ある人
（１）

「栗東市障がい者基
本計画」の推進

「栗東市障がい者基本計画」に基づき
施策を総合的かつ計画的に推進する。

目標値
・栗東市障がい者の住みよいまちづく
り推進協議会を開催（年１回以上）

栗東市障がい者の住みよいまちづくり
推進協議会を開催し、「栗東市障がい者
基本計画」に基づき施策を総合的かつ計
画的に推進できているか検証する。

栗東市障がい者の住みよいま
ちづくり推進協議会
第1回：令和3年10月22日　出
席委員　16名
内容：第2期障がい者基本計画
の進捗と第5期障がい福祉計画
の実績報告と意見交換
・「栗東市手話言語条例」
「栗東市市民をつなぐ情報コ
ミュニケーション条例」にか
かる取組についての協議
第2回：令和4年2月14日　新型
コロナウイルス感染症の拡大
により、書面開催

第1回：令和4年10月開催予定
第2回：令和5年2月開催予定

障
が
い
福
祉
課

追加
２４

障がいの
ある人
（５）

障がい者の虐待防止
に向けた取り組みの
推進

・障害者虐待防止法の関係情報を市広
報またはホームページに掲載する。

目標値　年２回

・養護者等から虐待を受けたと思われ
る障がいのある人を養護者等から保護
をする。

・関係情報を市広報またはホームページ
に掲載し、障害者虐待防止法を周知・啓
発することで、障がい者の権利利益の擁
護を推進する。

・緊急一時保護を実施するため、４市広
域事業として、２床の居室を確保する。
・虐待が発見された場合の専門的支援を
実施する。（滋賀弁護士会、滋賀県社会
福祉士会へ委託）

障がい者虐待の相談対応
3件
県への報告件数　2件
虐待に至る要因・背景などを
聞き取りをし、再発防止策に
ついて計画書の提出指導をし
た。

障がい者施設職員等による虐
待の通報　1件
虐待に至る要因・背景などを
聞き取るなど調査を行った。
（対応継続中）

障
が
い
福
祉
課

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫
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１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（ ２ ０ ２ １ 年 度 ）

実 績
（ ２ ０ ２ ２ 年 度 ） 成 果 課 題

主
管
課

53
高齢者
（１）

認知症支援対策の
充実と高齢者虐待
防止の取り組み

高齢者の人権や個性が尊
重され、尊厳を保持した
生活ができるよう、認知
症支援対策や高齢者虐待
防止対策の充実ととも
に、権利擁護に関する取
り組みを促進する。

目標値
・認知症サポーター養成
　講座受講者(延べ)人数
　４，３００人
・高齢者虐待にかかる介
　護サービス事業所への
　啓発回数
　(延べ)２０人・回

・認知症に対する理解の促進
・認知症にかかる医療と介護の連携
・認知症、高齢者虐待に関する相談
支援
・介護家族に対する支援
・高齢者虐待防止に関する意識づく
り

〇認知症サポーター養成講座
　実施 12回　  514人
  延べ　5,590人

○認知症高齢者事前登録制度
　登録者127名

○行方不明高齢者ＳＯＳ
　ネットワーク運用
　（協力事業所77社）

〇高齢者の権利擁護に関する啓発研修
実施　12回　194人

○認知症初期集中支援チーム
　の運用（月1回チーム員
　会議開催 11回開催）
○認知症カフェ
・にこにこカフェこんぜ
　1回　15人
・にこにこカフェ大宝の郷
　22回 146人
○認知症相談件数　　938件
○虐待相談件数　　　447件
（内新規虐待通報受理 18件）

〇認知症サポーター養成講座
　実施 1回　  22人
  延べ　5,612人

○認知症高齢者事前登録制度
　登録者130名

○行方不明高齢者ＳＯＳ
　ネットワーク運用
　（協力事業所77社）

〇高齢者の権利擁護に関する啓
発研修
実施　2回　 20人

○認知症初期集中支援チーム
　の運用（月1回チーム員
　会議開催 2回開催）
○認知症カフェ
・にこにこカフェこんぜ
　
○認知症相談件数　150件
○虐待相談件数　　78件
（内新規虐待通報受理 8件）

長
寿
福
祉
課

54
高齢者
（２）

地域ふれあい敬老
事業補助事業

すべての自治会で、敬老
事業を実施する。

目標値
・敬老事業補助金自治会
　申請率　１００％
・対象高齢者の事業
　参加率　５０％

高齢者を敬愛し、地域ぐるみで長寿
を祝い、地域の高齢者と多世代の住
民の交流を通じて、地域の中で支え
合うまちづくりを支援する。

地域ふれあい敬老事業補助金を自治会
活動交付金で交付

敬老会事業を実施　　118自治会

地域ふれあい敬老事業補助金を
自治会活動交付金で交付
未実施

長
寿
福
祉
課

評　価

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （長寿福祉課）

人権・同和教育啓発目標

○高齢者の人権や個性が尊重され、尊厳を保持した生活が送れるよう、認知症支援対策や虐待防止対策の充実を図ります。ま
た、認知症に対する誤解や偏見を解消し、正しい理解の促進、高齢者虐待やその防止に対する正しい理解を促進します。

十里地域課題解決のための目標

○高齢者が地域で安心して暮らすには、ともに助け合う地域づくりが大切です。高齢者になっても明るく、活力ある生活を送る
ことができるよう、介護予防の周知や参加促進、認知症に対する正しい理解と知識の普及、高齢者の相談窓口である地域包括支
援センターの周知や訪問活動を実施し、関係機関と連携して支援を進めます。
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番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（ ２ ０ ２ １ 年 度 ）

実 績
（ ２ ０ ２ ２ 年 度 ） 成 果 課 題

主
管
課

評　価

55
高齢者
（２）

高齢者の生きがい
と健康づくり推進
事業委託事業

高齢者が明るく活力ある
生活を送ることができる
よう、生きがいを継続的
に持つとともに、自らの
経験・知識などを生かせ
る環境づくりに取り組
む。
目標値
・生きがいづくり交流会
　参加者数　 ７２０人
・老人クラブ連合会
　会員数 １，８００人

高齢者の生きがいづくりと健康づく
り、また高齢者同士の交流を図るた
め、ニュースポーツ、グランドゴル
フ、ウォーキングの実施や文化、芸
術活動などの支援を行う。また、老
人クラブの活動支援を行う。

〇生きがい実践交流大会
    11月13日開催
  手作り作品展
  　11月11日～13日開催
　　参加者数3日間　延べ330人
　　　交流会参加　　　　83人
　　　作品展出品数　　 135点
〇ふれあい健康ウォーキング
  　 5月26日　　コロナのため延期
　　 6月24日　  58名参加
　　 10月29日　 53名参加
〇グランドゴルフ大会
　　 10月15日　 130名参加
〇料理教室
　　　11月12日　　20名参加
　　　 2月18日　　コロナのため中止
〇老人クラブ連合会会員
　　22クラブ　1,496人

〇ふれあい健康ウォーキング
  　  6月10日　  79名参加
〇老人クラブ連合会会員
　　　23クラブ　1,265人

長
寿
福
祉
課

57
高齢者
（３）

介護予防事業 介護予防についての啓発
や介護予防事業を実施
し、高齢者がいきいきと
暮らせるように、要介護
状態になることを防ぐ。

目標値
・いきいき百歳体操実施
  団体数　７５団体

筋力向上や口腔機能向上、栄養改善
の介護予防教室を実施する。また、
いきいき百歳体操の立ち上げと継続
のため、支援を行う。

新型コロナウイルス感染症拡大防止に
より活動を休止している団体を除き、5
月から継続支援を再開。
登録団体数は1団体増加し、76団体、う
ち30団体へ継続支援の訪問を行った。

新型コロナウイルス感染症拡大
防止により活動を休止している
団体を除き、継続支援を実施。
登録団体数は1団体増加し、77団
体、うち20団体へ継続支援の訪
問を行った。

長
寿
福
祉
課

58
高齢者
（３）

老人福祉センター
の運営委託事業

老人福祉センターにおい
て、健康相談や趣味、教
養の向上、レクレーショ
ンなどの機会を提供し、
利用者促進を図り、生き
がいづくりや健康増進な
どに努める。
目標値
・主催事業（講座等）
  参加者数
    　２２，０００人
・施設利用者数
　　　６０，８００人

老人福祉センターを指定管理者制度
で管理運営し、健康増進や趣味・教
養の向上、介護予防などの推進、相
談への対応を行う。

新型コロナウィルス感染症感染拡大防
止のため、8月27日～9月30日まで老人
福祉センターは休館としていた。
〇老人福祉センター主催事業
（講座、教室、イベント）
参加者数 　12,078人
〇老人福祉センター個人利用者数（主
催事業参加者数含む）
参加者数　 28,757人
※令和4年3月末

〇老人福祉センター主催事業
（講座、教室、イベント）
参加者数 　2,307人
〇老人福祉センター個人利用者
数（主催事業参加者数含む）
参加者数　4,874 人
※令和4年5月末

長
寿
福
祉
課

59
高齢者
（３）

大切な人と自分の
最期を考え見つめ
る集い「生き方カ
フェ」
栗東市介護者の会
共催

栗東市介護者の会と協議
して、年間５回を開催す
る。

目標値
・「生き方カフェ」
  新規参加者　30名

高齢者がいつまでも住み慣れた地域
で安心して暮すことができること、
人としての尊厳を持って暮すことが
できるために「医療」「介護」な
ど、様々なことから生じる漫然とし
た不安を学び合い、語り合うことに
より安心へと変え、さらに多くの市
民が自分の生き方や旅立ち方を考え
ることについて理解と意識の醸成を
図る。

〇「生き方カフェ」３回実施
　　10/8(金）19人
　　10/14（木）23人
　　10/18（月）10人

〇「生き方カフェ」３回実施予
定
　　10月開催予定

長
寿
福
祉
課

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫
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１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

16
同和問題
（１）
（２）

企業への研修講師派
遣

企業の社内研修にかかる
講師の派遣を通じて、企
業の人権意識の高揚を図
る。

目標値
・講師派遣依頼全件対応

市内企業から社内研修の実施にあたって
講師派遣の依頼があった場合、企業啓発
指導員をはじめ市職員が講師として出向
き、研修会を実施する。

依頼企業数社　２社　２回
訪問企業数社　２社　２回

依頼企業数社　２社　２回
訪問企業数社　２社　２回
（6月15日時点） 商

工
観
光
労
政
課

29
同和問題
（２）

人権啓発スローガン
の募集

スローガン募集は定着を
みせていることから今後
も継続して取り組み、さ
らに人権意識の高揚を図
るために応募企業の増加
をめざす。

目標値
・応募企業数　　３０社
　（令和元年度）
・応募作品数　３００点
　（令和元年度）

人権が尊重された働きやすい職場環境づ
くりをめざして、市内企業の従業員に募
集を呼びかけている。

募集期間　7/1～9/30

応募企業数　　２４社
応募作品数　２８８人
　　　　    ３９４作品

7月より募集開始予定
（6月15日時点）

商
工
観
光
労
政
課

30
同和問題
（２）

啓発広報紙の発行 企業における人権・同和
教育・啓発の取り組みが
具体的にわかる紙面づく
りと広報紙の発行を通し
て人権意識の高揚を図
る。

目標値
・２回発行／年

人権啓発広報紙の発行
配付先：事業所内公正採用選考・人権
　　　　啓発担当者設置企業および
　　　　市民

９月、３月発行

９月　１０，０００部発行
３月　１０，０００部発行

９月、３月に発行を予定。
（6月15日時点）

商
工
観
光
労
政
課

31
同和問題
（２）

企業内同和問題研修
会の開催

部落差別をはじめ、あら
ゆる差別を許さない教
育・啓発活動を行う。

目標値
・６回開催／年

部落差別をはじめ、あらゆる差別を許さ
ない職場環境づくりをめざして、研修会
を実施する。

方法：講演会・現地研修会
対象：事業所内公正採用選考・人権啓発
　　　担当者

未実施 未実施
（6月15日時点）

商
工
観
光
労
政
課

評　価

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （商工観光労政課）

人権・同和教育啓発目標

○企業における人権・同和教育の推進に向けた企業訪問及び事業所人権教育推進協議会活動を推進し、公平公正な採用選考と差別のな
い明るい職場づくりに向けた啓発等を展開します。

十里地域課題解決のための目標

○地域住民への就労支援、なかでも子どもたちへの進路保障は重要な課題です。特に、十里子どもを守り育てる会と栗東市事業所人権
教育推進協議会との連携は重要であり、解放合宿に企業が参画することなどにより、進路保障にかかる地域（保護者）の持つ力の掘り
起こしを図ることを目標とします。
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番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

評　価

32
同和問題
（２）

就職困難者への就労
支援

「就労」は、市民一人ひ
とりの経済的自立の重要
な手段だけでなく、自己
実現や社会参加、生きが
いづくりなどにも大きく
関わることから、個別課
題の整理と関係機関との
更なる連携により、就労
支援に取り組む。

目標値
・情報交換会を
　１２回／年開催

「湖南地区就労支援計画」および「栗東
市就労支援計画」に定める「働く意欲が
ありながら就労が困難」な就職困難者に
対し、適切な就労支援活動を行う。

相談者数　１１２人
就労者数　３９人（内訳：無就
労→就労２０人、相談による就
労継続１９人）
 
情報交換会　　１２回開催（内
３回書面開催）

相談者数　４０人
就労者数　２３人（内訳：無就
労→就労４人、相談による就労
継続１９人）
（6月15日時点の数値集計困難
につき、5月末時点）
 
情報交換会　　２回開催
（6月15日時点）

商
工
観
光
労
政
課

33
同和問題
（２）
（４）

企業内同和問題啓発
推進企業訪問

部落差別をはじめ、あら
ゆる差別を許さない職場
環境づくり、また、働き
やすい職場づくりや公平
公正な採用選考、えせ同
和行為の排除などをめざ
した啓発を推進する。

目標値
・年２回の実施

「人権・同和問題に取り組むことが、い
かに企業活動にとってプラスになるの
か」に重点を置いて企業訪問を継続す
る。

実施時期：７月・２月を重点に年間を
　　　　　通じて実施
対　　象：事業所内公正採用選考・人権
　　　　　啓発担当者設置企業

７月　郵送により実施
企業数：１０人以上：２７０社
　　　　　９人以下：１３４社

２月　郵送により実施
企業数：１０人以上：２７０社
　　　　　９人以下：１４１社

７月に実施予定。
（6月15日時点）

商
工
観
光
労
政
課

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫
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１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

13
同和問題
（１）
（２）

保育園・幼稚園・幼
児園
職員人権・同和問題
研修会

部落差別問題をはじめと
するあらゆる人権課題に
ついて正しい理解と認識
を深めるとともに、保育
者の人権意識を高め、資
質向上を図る。
目標値
・研修会の開催　年５回

部落差別問題の現実から学び、自分自身
の差別意識と向き合うことで、自分自身
の生き方を振り返ったり、保育に活かし
ていけるよう、市内の職員対象に職員人
権・同和問題研修会を開催する。研修会
に参加した職員が園内職員人権研修にて
啓発をし、職員全体の人権感覚を高め
る。

・研修計画立案
・研修内容について同和教育
指導員と協議(３回）
・各園人権・同和研修リー
ダーを対象に研修会実施(5回)

・研修計画立案
・研修内容について同和教育
指導員と協議（1回）
・人権・同和問題職員研修
第1回６/１０
第2回６/１５

幼
児
保
育
課

14
同和問題
（１）
（２）

家庭支援推進加配・
担当者連絡会

人権・同和保育、職員・
保護者人権研修、保護者
啓発について実践を交流
するとともに、協議を行
い、各担当事業の推進を
図る。
目標値
・実施回数　年間７回

人権・同和教育担当者連
絡会

就学前の家庭支援推進保育士、ひだまり
の家就学前教育担当、幼児保育課人権教
育担当者で連絡会を開催する。各担当の
取り組みの進捗状況を報告し合い、共通
の課題や改善策について協議する。ま
た、就学前教育全体として取り組むこと
の内容を確認し、就学前保育・教育全体
への人権・同和保育の推進を図る。

県外研修
校種別研修会（就学前・小・中）

・７回中４回実施

人権・同和教育担当者連絡協
議会
実施回数・・3回
第1回５/１８
第2回７/３０
第3回１０/２９
第4回　紙面にて

家庭支援推進担当者会議
２回

人権・同和担当者連絡会
１回

幼
児
保
育
課

15
同和問題
（１）
（２）

人権・同和教育にか
かる園訪問

栗東市人権・同和教育基
本方針をふまえ、園にお
ける人権・同和教育の向
上に資するため、園訪問
を行う。
目標値
・対象園において園訪問
　1回２２園
　事後の取り組み報告
　１回

全園の人権・同和教育、啓発リーダーが
各園で職員人権・同和研修を開催し、同
和教育指導員、学校教育課、人権教育
課、幼児保育課から指導主事など派遣
し、指導助言を行う。

・６月２９日より順次実施 ・７月５日より順次実施

幼
児
保
育
課

（

学
校
教
育
課
）

48
子ども
（４）

特別支援教育の推進
にかかる市の訪問

各園の巡回訪問を行うこ
とにより、園内委員会の
充実を図り、特別支援教
育推進のための保育・教
育力向上につなげ、特別
支援教育を充実する。

目標値
・対象園において園訪問
　１回

関係機関（たんぽぽ教室・幼児ことばの
教室の職員・発達支援課の巡回支援専門
員）とともに訪問し、支援の必要な子ど
もの把握を行う。
希望園には巡回支援員とともに訪問し、
子どもの参観、園内委員会や研修を行
う。
園内委員会や保護者との話し合いの進捗
状況をきき、方向性の確認を行う。

・特別支援教育にかかる
　園訪問２１園中１８園実施

園訪問　３園

幼
児
保
育
課

評　価

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （幼児保育課）

人権・同和教育啓発目標

○人権・同和保育・教育を進めるにあたり、職員自らが部落差別をはじめとするあらゆる人権問題について正しい理解と認識を深め、自らの差別
心に気づき、自分の生き方と重ね合いながら、人権・同和問題を自己の課題として捉え、人権感覚を高めていけるよう研修の充実を図ります。
○栗東市人権・同和教育基準年間指導計画に基づき、豊かな情操を養い、互いの人格を尊重し合える人間関係を醸成するように努めます。
〇人権・同和担当者連絡協議会において、各校園の研修や研究の取り組みについて情報収集や情報交換を行ったり、県外研修を実施したりして、
人権・同和保育が充実したものになるように努めます。

十里地域課題解決のための目標

○十里まちづくり教材化保育構想図を基盤にした保育の展開を図り、生きる力を育み、学習の基盤となる生活習慣の定着と、絵本の
読み聞かせの推進、自尊感情を育成します。
〇保護者と園が互いに思いを語り合える関係作りに努めます。
○人とのつながりを通して、差別を許さず、人権を尊重する感性と仲間関係を豊かに育てていけるように、人権・同和問題の研修や
啓発に努め職員の人権意識を高めていきます。
〇保・幼・小・中との連携を図り、人権・同和保育の実践を進め、系統的・継続的な人権・同和保育教育の充実に努めます。
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１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

43
女性

（４）

母子生活支援施設入
所措置事業

　ＤＶ被害者に対してＤ
Ｖ相談を行う。ＤＶなど
により、施設入所措置が
必要になった母子に対し
て、保護と自立に向けた
支援を実施する。

目標値
・施設入所措置を要する
母子に全対応

ＤＶ相談により、相談者の安全確保や
避難等の助言・支援を行う。保護が必要
になった母子家庭等の母と子を施設入所
措置し心身及び生活基盤を安定させるた
めの相談・助言を進めながら、自立に向
けた支援を行う。

施設措置件数
   1件

施設保護を必要と認めた件数
　 1件

ＤＶ相談支援件数
  217件（延べ）

施設措置件数
   1件(継続)

施設保護を必要と認めた件数
   0件

ＤＶ相談支援件数
　41件（延べ）（R4.6.15現
在）

子
育
て
応
援
課

44
子ども
（１）

要保護児童対策事業 要保護・要支援児童に
関わる関係職員の情報共
有を図り、事案に対して
は適切に対応する。

目標値
・要保護児童対策地域協
議会実務者会議の開催
 １２回／年

各関係機関が連携し、情報の共有化を
図ることで、それぞれの機関が同一の認
識のもとで支援を行う。子育ての不安や
ストレス、親子関係などの諸問題に対
し、保護者が安心感をもてる環境を提供
しながら、関係職員による対応・支援な
どを行う。

実務者会議の開催回数
  12回
（内文書配布によるもの6回）

相談件数（実数）
  925件
（内、虐待相談件数382件）

実務者会議の開催回数
  3回
　

相談件数（実数）
  671件（5月末現在）
（内、虐待相談件数351件）

   

子
育
て
応
援
課

追加
１０

子ども
（５）

母子福祉推進事業 母子・父子自立支援員
を配置し、子育てに対す
る負担や不安を抱える、
ひとり親家庭に対して相
談業務を行う。

目標値
・相談に対する全対応

ひとり親家庭が抱える生活・子育て・
就労等の相談に応じ、各関係機関とも連
携を図りながら、諸問題の解決のための
助言や自立に必要な求職活動等に関する
情報提供・支援を行う。

相談人数
  160人（令和4年3月末現在）

相談人数
 10人（R4.6.15現在） 子

育
て
応
援
課

評　価

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （子育て応援課）

人権・同和教育啓発目標

○ＤＶ相談、子どもへの虐待防止、また、ひとり親家庭への支援について、特に女性や子どもを人権侵害から守るために関係機関と
の密接な連携を図ります。

十里地域課題解決のための目標

○教育実態調査の結果から見えてきた地域課題のうち、「子どもの自尊感情を高めるための保護者との関わり」について、家庭児童相談室が大
宝西学区の校園をはじめとする関係機関と連携を図りながら、適切な支援に努めます。また、「保護者が子どもとじっくり関わることができる
ための体制や支援」のうち、ひとり親家庭への支援については、母子・父子自立支援員が中心となり相談対応を行います。
　併せて、子育て支援事業「つどいの広場」をひだまりの家で開催し、地域総合センターの周知を図るとともに、ひだまりの家と地域子育て支
援センター、児童館との連携を図り、地域の子育て支援に努めます。そして、保護者や子ども同士のつながりを深め、地域で安心して子育てで
きる仲間づくりに取り組みます。
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１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

46
４－３
子ども
（４）

研修・啓発活動の
実施

発達障がい児及び家族への理
解に向けて、研修・啓発活動
を展開する。

目標値
・研修派遣：20回

校園や各種市民団体などが主催する研修
会へ、講師を派遣する。
・期間：随時（要調整）
・対象：市内の校園・各種市民団体

・派遣回数：９回

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ会議
治田西学区民児協研修会
教育研究所夏季講座
校内研修会
児童館職員研修会
学童指導員研修会

・派遣回数：2回

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ会議
民生児童委員研修会 発

達
支
援
課

47
４－３
子ども
（４）

市内園への巡回支
援の実施

発達障がい及びその疑いのあ
る子どもの発達保障に向け
て、巡回支援を行う。

目標値
①要請訪問：60回
②発達相談：260回／年
③要請派遣：80回／年
④学童巡回支援：20回／年

①園の要請に応じて訪問し、支援力の
  向上に向けた助言や相談（要請訪問）
②保護者の依頼に応じた個別の相談･検査
 （発達相談／発達検査を含む）
③校園・児童館等から要請を受けて
  訪問、ケース会議への派遣
 （要請派遣:ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）
④学童保育所、児童館の要請に応じて訪
問し、支援力の向上に向けた助言や相談

①要請訪問：58回
②発達相談：1,021回
　発達検査：379回
③要請派遣：114回
④学童巡回支援：21回

①要請訪問：11回
②発達相談：198回
　発達検査：66回
③要請派遣：27回
④学童・児童館巡回支援：
　　　　　　　　　　　10回

発
達
支
援
課

50

４－３
子ども
（４）
（５）

療育指導・保護者
交流の場の設定

①心身の発達の遅れや将来に
おいて支援の必要性が考えら
れる就学前の子どもと保護者
への発達についての支援を行
う。
目標値
・たんぽぽ教室支援対象者数
(年間受入総数)：70人／年

②たんぽぽ教室に入園を希望
する発達に不安のある子ども
と家族の支援を行う。
目標値
・ぽかぽか広場支援対象者数
(年間受入総数)：100人／年

①一人につき週１～２回の療育指導
 「たんぽぽ教室」を実施
・対象者：障がい福祉サービス受給者証
  通所受給者証を有する方
・期間：療育支援計画に基づく日

②親子の活動の機会と相互交流の機会
 [ぽかぽか広場]を実施
・対象者：たんぽぽ教室利用予定者、
  並びに子の発達に不安がある方
・期間：毎月2回
※教室実施日数により変動有

①たんぽぽ教室支援対象者
　受入人数：76人
　延利用児童数：2,111人
　延開催回数：208回

②ぽかぽか広場
  受入人数：29人
　延利用児童数：136人
　延開催回数：20回

①たんぽぽ教室支援対象者
　受入人数：61人
　延利用児童数：430人
　延開催回数：43回

②ぽかぽか広場
  受入人数：10人
　延利用児童数：20人
　延開催回数：5回

発
達
支
援
課

評　価

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （発達支援課）

人権・同和教育啓発目標

○発達障がいを抱える子どもと家族を支える支援を実現するため、保育・教育現場と関係機関の協働により、福祉の仕組みや制度
を活用し、早期発見・早期支援が行えるよう連携を図ります。
○学齢期以降で発達特性により就労・社会生活の中で困り感を持つ人に対して、関係機関と連携した支援を行い社会参加の一助と
なれるよう取り組んでいきます。

十里地域課題解決のための目標

○学力や生活等の実態において、その背景に発達課題、その疑いがある場合については、本人や家族、支援者に対して課題に応じ
た支援が進むよう関係機関と共有しながら相談支援を進めます。
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番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

評　価

51

４－３
子ども
（４）
（５）

幼児ことばの教室
通室指導の実施

「聞こえ」や「ことば」、コ
ミュニケーションに課題を抱
える子どもの発達保障と保護
者支援を行う。

目標値
・教室支援対象者数
（年間受入総数）:100人／年

通級教室を開催する。
・対象者：「聞こえ」や「ことば」、
  コミュニケーションに課題を抱える
  子どもと保護者(要申請)への支援
・期日：個別支援計画に基づく日

教室支援対象者
　受入人数　　　　79人

教室支援対象者
　受入人数　　　　72人

発
達
支
援
課

52

４－３
子ども
（４）
（５）

発達相談の実施 発達障がい及びその疑いのあ
る子どもの発達保障に向け
て、発達支援事業を推進す
る。

目標値
・新規支援対象者数:
　150事例／年

発達評価と支援に関わる相談を実施す
る。

・期間：月～金　開室時間随時
・対象：本人・家族など
※電話・来室・学校での相談も可

・新規支援対象者　242件
　（内訳）
　　　就学前　110件
　　　小・中学校　89件
      中卒以上    43件

・新規支援対象者　52件
　（内訳）
　　　就学前　19件
　　　小・中学校　24件
      中卒以上    9件

発
達
支
援
課

66

４－５
障がいの
ある人
（２）

特別支援教育推進
に向けた支援の取
り組み

発達障がい及びその疑いのあ
る子どもの発達保障に向け
て、特別支援教育の推進に向
けた支援を実施する。

目標値
①ケース会議への職員派遣：
50回／年
②行動観察などの学校訪問：
50回／年

①学校で開催されるケース会議に職員を
  派遣

②行動観察により、支援状況の確認。
  また、個別の教育支援計画の評価・
  改善、学校での支援方法、保護者
  への助言方法についてコンサルテ
  ーション。

①ケース会議への職員派遣
　　　　　　 177回

②行動観察などの学校訪問
　　　　　　 170回

①ケース会議への職員派遣
　　　　　　 19回

②行動観察などの学校訪問
　　　　　　 40回

発
達
支
援
課

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫
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１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

17
同和問題
（１）
（２）

人権・同和教育に関
わる学校訪問

栗東市内全校へ人権・同和教育にか
かる訪問を実施し、各校の取り組み
について指導助言することにより、
教職員の意識と取り組みの質の向上
を図る。

目標値
・対象校において学校訪問1回、
　事後の取り組み報告1回

直接各校へ訪問し、担当者から例年の取
り組みと今年度の取り組みを聞き取る機
会（学校訪問）を実施する。この時、指
導主事および同和教育指導員を複数派遣
することにより、学習・保育や研修の内
容について指導内容や教職員と子どもた
ちとのかかわり方などを具体的に指導助
言する。

学校訪問実施校園
対象校園…12校、21園

緊急事態宣言中は、校園訪問
を中止し、各校園での研修等
の実施報告に代替した。その
他の校園については、訪問を
実施した。
事後訪問については、コロナ
感染症拡大防止のため、書面
報告に代替した。

学校訪問実施校園
対象校…12校、22園
※7/5より開始。
※12/16に全ての学校訪問が
終了予定。
事後訪問…今年度は1～3月に
実施予定

学
校
教
育
課

（

幼
児
保
育
課
）

18
同和問題
（１）
（２）

人権・同和教育担当
者会

学校園における心の教育や仲間づく
り、進路保障の取り組みなどについ
て交流し、部落差別をはじめとする
様々な差別解消に向け行動できるよ
う教職員の質を高めて、児童生徒の
育成を図る。

目標値
・人権・同和教育担当者会開催数
　4回

人権・同和教育担当者会の取り組み
・県人権教育推進にかかる市町訪問の受
け入れ
 (年1回)
・現地研修の実施(年1回)
・校種別研修会の開催(就学前・小・中)
・各種部会の開催(随時)
・十里まちづくり学習を基盤にした同和
教育の意義や取り組み方の共通理解
・「差別をなくす」取組の推進啓発

第1回は、一年ぶりに集合会
議を実施した。
第2回の現地研修について
は、ひだまりの家に、京都・
崇仁地区より講師を招聘し、
講演していただいた。
第3回は人権・同和教育にお
ける人権学習を見直すべく実
施した。
第4回は、コロナ感染症拡大
防止のため、書面開催となっ
た。

人権・同和教育担当者連絡協
議会実施回数…4回（第1回
5/13実施済み）
※第2回は現地研修を実施。
（今年度は奈良県御所市水平
社博物館へ訪問）
実施予定
　第2回 7/27
  第3回 10～11月
　第4回 2/21

学
校
教
育
課

（

幼
児
保
育
課
）

45
子ども
（３）

いじめ防止対策事業 栗東市いじめ防止基本方針に則り、
いじめ防止対策を実現する。
目標値：いじめ等対策参事員による
学校訪問24回

栗東市いじめ防止基本方針を策定し、各
校でのいじめ防止等への取組や保護者、
地域への啓発を進める。
いじめ等対策参事員による学校訪問で、
各校のいじめ防止等への取組の進捗を確
認する。

市内各小中学校に年間2回い
じめ等対策参事員による学校
訪問を実施した。各校のいじ
め防止基本方針の見直しにつ
いては、校長会、生徒指導主
事主任会のなかで依頼し、各
学校の取り組み状況を確認し
た。

市内各小中学校に年間2回の
学校訪問を予定している。訪
問のなかで、いじめへの対
応、いじめ防止基本方針の見
直し、各学校の未然防止の取
り組みについて確認する。
今年度は5月末から第1回目の
訪問を実施中6月15日の段階
で10校実施済

学
校
教
育
課

49
子ども
（４）

特別支援教育（訪
問）

通常学級の巡回相談や特別支援学級
の計画訪問などを行うことにより、
栗東市立小中学校の特別支援教育を
充実する。

目標値
・各校巡回相談
　2回（年間）
・各校特別支援学級訪問
　1回（年間）

巡回相談、特別支援学級訪問を実施し、
子どもたちへのよりよい支援について指
導助言を行う。

通常学級の巡回相談は、計画
通りに24回すべて終了してい
る。それぞれの学校におい
て、子どもたちへの具体的な
支援の方法や授業の進め方な
どへの指導助言を行った。ま
た、特別支援学級の計画訪問
についても、計画通り12回す
べて終了した。

市内各小中学校に年間2回の
学校訪問を予定している。６
月１５日の段階で、１回目の
訪問を８校実施済みである。
困り感のある児童生徒に対し
て、具体的な支援方法、授業
での配慮や工夫などの指導助
言を行っている。特別支援学
級の計画訪問についても１校
実施済みである。

学
校
教
育
課

評　価

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （学校教育課）

人権・同和教育啓発目標

○人権・同和教育を進めるにあたって、教職員自らが人権・同和問題について正しい理解と認識を深め、自らの差別性に気づき、生き方と重ねな
がら、人権・同和問題を自己の課題として捉え、差別解消に向けて人としての感性を磨く研修に努めます。また、差別をなくそうとする児童生徒
の育成を目指し、主体的に学ぼうとする教職員の研修活動の充実を図ります。
○人権・同和教育担当者連絡協議会において、各校園の研修や研究の取組について情報収集や情報交換を行ったり、県外研修を実施したりして、
「十里まちづくり学習」や「部落史学習」がより充実したものになるように努めます。
○人権教育課と連携し、ＰＴＡを中心に啓発研修活動の更なる充実に努め、小学校区・中学校区の人権教育地域ネット協議会や学区運営委員会の
事業推進を支援します。

十里地域課題解決のための目標

○子どもたちの将来を見据え、進路選択の幅が広がる学力保障を目指し、「くりちゃんチャレンジ」を中心として学習習慣の確立と
基礎的な学力の定着に努めます。また、学校や地域・家庭において「栗東子育て教育Nextプロジェクト」に取組み、子どもたちの自
尊感情や社会性を高め、互いに認め合えるような態度を育成します。
○「主体的・対話的で深い学び」を実践することにより、一人ひとりの多様性が認められるとともに、「安心して学べる仲間づく
り」を基盤とした学級経営に努めます。
○保・幼・小・中・県立学校（高・聾話）との連携を図り、「十里まちづくり学習」や「部落史学習」の実践を進め、系統的・継続
的な人権・同和教育の充実に努めます。
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番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

評　価

67
障がいの
ある人
（２）

特別支援教育（相
談）

早期からの教育相談・就学相談
（支援）を充実する。

目標値
・就学相談会　　　　　3回
・就学支援委員会　　　4回

・早期（６月中旬頃）から就学相談を
　始める。
・保護者のニーズに応じ、特別支援学
　校・特別支援学級などの体験や見学
　の支援を行う。

予定通り、就学相談会3回、
就学支援員会4回は実施済
み。障がいのある児童生徒に
適した学習の場や支援方法に
ついて検討し、答申を出し
た。そのほかにも臨時の就学
支援委員会を４回実施し、適
切な就学支援を行った。

５月２６日に第1回就学支援
委員会を行った。各校対象児
童の就学先に対して、委員と
ともに検討し、今後の方向性
を各校園へ報告している。

就学相談会①7/7②7/14③
7/28

就学支援委員会②8/4③9/1
④9/15

学
校
教
育
課

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫

‐21‐  



１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（ ２ ０ ２ １ 年 度 ）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

27
同和問題
（１）
（２）

人権・同和教育巡回
講座

同和問題をはじめとする
あらゆる人権問題の解決
とあらゆる差別の解消に
向けて、市民の人権に対
する意識を高めるととも
に主体的に取り組める人
材の育成を図る。

目標値
・巡回講座の開催
　各学区年１回

各コミュニティセンターや小学校を会
場に各地域振興協議会、人権教育地域
ネット協議会などの協力を得て、市民
を対象に巡回講座を開催する。

【葉山学区】
10月28日(木)　参加者22人
講師:「にじっこ」代表・「虹の学び
舎」代表 林ともこ さん

【葉山東学区】
11月20日(土)　参加者71人
講師:青少年支援ハウス「輝」所長
立岡勇一 さん

【治田東学区】
10月8日予定→研修会中止
・啓発ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭの配布

【治田西学区】
2月2日予定→研修会中止

【金勝学区】
12月17日(金)　参加者72人
講師: 手話ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ
　　　yokkoさん

【治田学区】
10月23日予定→研修会中止
・研修資料の配付

【大宝・大宝東学区】
11月21日(日)参加者約500人
講師：手話ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ
　　　yokkoさん

【大宝西学区】
12月11日(土)参加者59人
講師:草津市人権同和講師団
　　 高木 洋司 さん

未実施

生
涯
学
習
課

評　価

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （生涯学習課）

人権・同和教育啓発目標

○部落差別をはじめ、あらゆる差別の解消を図り、「一人ひとりが互いの人権を尊重し合い、差別や偏見のない住みよいまち」の実現の
ため、「第五次輝く未来計画」に基づき、『一人ひとりがまず一歩！差別を「なくす」行動を！』として歩みだせるよう、住民参画の学
習機会を取り入れ、あらゆる差別の解消に向けて、人権・同和教育の啓発を推進します。

十里地域課題解決のための目標

○各コミュニティセンターや地域振興協議会との共催による、「栗東市人権教育地域ネット協議会・学区運営委員会」の研修会の開催な
ど人権・同和問題の学習機会の提供により、幅広い年代の方々への啓発と実践活動に努めます。
○青年層については、市内在住在勤青年を対象とした研修や解放文化祭などの行事に参加することなどを通して、人権意識を高めます。
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番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（ ２ ０ ２ １ 年 度 ）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

評　価

87

さまざま
な人権問

題
（1）

社会を明るくする運
動

犯罪や非行の防止と罪を
犯した人たちの更生を図
るため、全国的な運動に
より理解を深める。

目標値
・研修会の開催
　各コミセン年１回

犯罪や非行をした人たちを支え、地域
社会の理解を得られるよう啓発を行
い、７月の社会を明るくする運動実施
期間を中心に研修会を実施する。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、下記の内容となる。
○社会を明るくする運動推進委員会研
修会　書面議決にて承認。
○総理大臣メッセージ伝達式  7月1日
（月）→関係者のみ参加
○駅前・大型量販店前での啓発活動
7月1日(月)→中止
○例年7月の社明月間を中心に、更生
保護団体や各種団体・地域住民参加に
よる研修会を各コミセンで実施してい
るが、感染対策を講じながら実施され
たところもあるが、中止されたところ
もある。
○年末社明研修会（実績報告）
（12/10)　街頭啓発→中止

未実施

生
涯
学
習
課

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫

‐23‐  



１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号 分 類 事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（２０２２年度） 成 果 課 題

主
管
課

28
同和問題
（１）
（２）

人権図書の収集と貸
出し

同和問題を中心にしながら
さまざまな人権・同和問題
を扱う図書を収集・貸出し､
人権意識を高め、人権感覚
を磨く。

人権関係図書は、分類された指定の書架
に固定しておくのではなく､展示コーナー
を工夫し、人権週間など適宜人権に関わ
る図書を展示する。
ひだまりの家「ゆめのくに」へ情報提供
を行ない、読み聞かせ推進のための連携
を実施する。

人権に関する図書の収集
ひだまりの家へ新刊情報を毎
週提供
「発達障がいってなんだろ
う」啓発図書展示4/2～4/11
「アフターコロナウイズコロ
ナ」コロナ差別防止啓発展示
4/14～4/30・8/13～8/29
手話言語条例、情報コミュニ
ケーション条例啓発展示6/4～
6/30
人権週間図書展示12/1～12/12

人権に関する図書の収集
ひだまりの家へ新刊情報を毎
週提供
「発達障がいってなんだろ
う」啓発図書展示3/24～4/24

図
書
館

56
高齢者
（２）

高齢者の読書環境整
備と社会活動参画

高齢者の社会活動と生涯学
習を支援する。

大活字本やCDブックの収集と貸出し、老
眼鏡・ルーペの館内貸出をする。
自主的にボランティア活動ができる機会
を提供する。
図書館活動に参加できる事業を実施す
る。

ボランティア活動機会の提供
（定期活動月4回）18名
ボランティア養成講座（全２
回）の実施
大活字本　38冊購入

ボランティア活動機会の提供
（定期活動月4回）17名

図
書
館

72
障がいの
ある人
（３）

図書館利用に困難な
人への読書環境整備

図書や情報をあらゆる形態
で提供できる体制を作る。

音訳ボランティアの養成及び技術向上の
ための講座を開催する。
録音図書の作成や貸出し、対面朗読を実
施する。
来館困難な人に対しては、郵送・宅配を
行う。

対面朗読（18回）2名
録音図書（デイジー図書）
作成　2タイトル
郵送宅配（視覚障がい）
サービス（19回）5名
郵送宅配（肢体不自由等
来館困難）サービス（13回)2
名
録音図書の貸出数
 デイジー図書374点
 テープ図書   47点
音訳ボランティア養成講座
（中級）全６回（15名）

対面朗読（5回）1名
郵送宅配（視覚障がい）
サービス（6回）4名
郵送宅配（肢体不自由等
来館困難）サービス（1回)1
名
録音図書の貸出数
 デイジー図書99点

図
書
館

79
外国人
（２）

利用目的に応じた資
料提供

外国人市民の図書館利用に
対して的確な資料提供を行
う。

外国人利用者への聞き取りや、利用状況
を確認することで、必要とされている資
料の収集を行い的確な資料の提供に努め
る。

外国人への情報提供として
10言語の情報紙「みみタロ
ウ」を収集。
多文化資料12冊購入

外国人への情報提供として
10言語の情報紙「みみタロ
ウ」を収集。

図
書
館

評　価

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （図書館）

人権・同和教育啓発目標

○同和問題を中心とする人権問題関係図書を収集し、積極的に提供することで市民の学習を支援します。
○人権週間に「人権に関する図書コーナー」を設置し、同和問題を中心とする人権関係図書を展示し、人権啓発を行います。

十里地域課題解決のための目標

○ひだまりの家図書コーナー「ゆめのくに」充実に向けて情報提供を行います。
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１　あらゆる場を通じた人権教育、人権啓発の推進

２　人権擁護に関する相談・支援体制の整備・充実

３　人権を基本とする行政施策

４－１　同和問題

４－２　女性

４－３　子ども

４－４　高齢者

４－５　障がいのある人

４－６　外国人

４－７　インターネットによる人権侵害

４－８　感染者等患者

４－９　性的指向・性自認（性同一性）等

４－10　さまざまな人権問題

番 号
分
類

事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（ ２ ０ ２ ２ 年 度 ） 成 果 課 題

主
管
課

19
同和問題
（１）
（２）

栗東市人権教育研究
大会

栗東市民および栗東市へ勤務する者の人権
意識の高揚を図り、また、各校園所におけ
る取り組みについて交流し、効果的な取り
組みの拡大を図る。
　
目標値
・分科会参加
　20団体

○全体会の開催
人権・同和教育を推進する上で、教職員
や地域・保護者などにとって有効かつ関
心のある話題を選び、講師を招聘し、講
演会を開催することにより参加者の意識
向上を図る。
○分科会の開催
学校園・地域・家庭・企業・行政におけ
る人権・同和教育、啓発に関わる取り組
みなどについて交流し、各所における効
果的な取り組みの拡大を図る。

・8月7日に開催予定であった
第50回栗東市人権教育研究大
会については、計画を進めて
いる段階では、全体会を中止
し分科会のみの開催を見込ん
でいたが、開催予定日が感染
拡大時期と重なったため、急
遽分科会についても中止とし
た。
・分科会での報告内容につい
ては、「報告資料集」として
とりまとめ、関係者へ配布し
た。

・8月6日の開催に向けて運営委
員会、拡大大会運営委員会を実
施した。コロナ対策として全体
会を配信に行い、市内6小・中学
校を会場とする分散方式にて実
施する予定である。

人
権
教
育
課

20
同和問題
（１）
（２）

人権啓発リーダー講
座
地区別懇談会講師団
研修

地区別懇談会講師・協力員・推進員等の主
体的な参加を促す。

目標値
・参加者数
　自治会数×3名
・住民意識調査(令和7年)
　「地区別懇談会や講演会・研修会は、人
    権・同和教育の正しい理解に役立って
    いる」
　  50％以上

○令和２年度に実施した住民意識調査の
結果からみえた成果と課題をふまえなが
ら、地区別懇談会や各種研修会などの地
域で主体的に啓発活動を行えるリーダー
を育成する。
○また、部落差別解消推進法の施行を受
けて、インターネットと人権をテーマに
した人権研修コースを設定する。

①はじめの一歩コース
　(2回) 58名
②明日へ一歩コース
　(中止)※感染拡大時期と
　　　　　重なったため
③地区別懇談会研修コース
　(4回) 56名
④ｲﾝﾀｰﾈｯﾄと人権コース
　(2回) 61名
参加人数　計175名
⑤特別コース(1回)（「じん
けんセミナー栗東」と共催、
映像配信）
視聴回数　215回

①はじめの一歩コース
　(2回)　66名参加
③地区別懇談会研修コース
　(1回)　17名参加

人
権
教
育
課

21
同和問題
（２）

啓発資料の作成：
「輝く未来」「みん
なの同推協」「ひび
き」などの発行

人権を学ぶ大切さや人権・同和問題を自分
事としてとらえることで人権尊重の意識高
揚を図る。

目標値
・住民意識調査(令和7年)
「『みんなの同推協』を読んでいますか」
　60％以上
「広報紙・冊子が役に立っていますか」
　みんなの同推協　　30％以上
　輝く未来(資料編)  30％以上
　輝く未来(教材編)  30％以上

○「輝く未来(教材編)」は、人権・同和
教育５カ年計画の内容や人権課題・学び
について市民への周知を図り、地区別懇
談会や職場内研修における資料としても
活用を図る。
○また、「輝く未来(資料編)」は、全戸
配布し「ひびき(人権啓発作品集)」は年
間1回の発行、「みんなの同推協」は年間
2回発行し、人権・同和教育推進協議会の
取り組みを周知する。

○「輝く未来(教材編)」
　地区別懇談会資料用
　4,000部作成
○「みんなの同推協No.69」
　9月1日発行・全戸配布
　29,450部作成
○「輝く未来(資料編)」
　12月1日全戸配布
　29,500部作成
○「みんなの同推協No.70」
　3月1日発行・全戸配布
　29,550部作成
○「ひびき(人権啓発作品集
   38)」
   3月中旬500部作成

・広報紙「みんなの同推協
No.70」発行に向けて、6月17日
に部会を開催。より多くみてい
ただける紙面構成について協議
した。

人
権
教
育
課

22
同和問題
（２）

人権啓発作品募集 家庭・学校・地域・職場などあらゆる場で
差別を許さず、人権尊重の風土を作る

目標値
・応募作品数
　200点(一般の部)

○市民対象に児童・生徒・一般の部で、
詩・作文・ポスター・標語・マンガの5部
門で募集する。
○詩・作文・ポスター・標語・マンガの5
部門であるが、さらに裾野を広げるため
に新たな部門ができないか検討する。

○一般の部：131点
小・中学校においては、これ
まで通り人権学習の一つとし
て全学級で取り組めている。
また、栗東市内の県立学校か
らも作品応募があった。

・人権啓発作品募集について、
人権尊重の風土作りのため、広
く関係者等へ取組を依頼し、市
民の参画を求めていく予定。

人
権
教
育
課

評　価

２０２２（令和４）年度　人権・同和教育・啓発の取り組み （人権教育課）

人権・同和教育啓発目標

○第五次輝く未来計画に基づき、人権啓発リーダー講座の内容を必要に応じたテーマ設定にするとともに、講座の開設数を増やし、参加しやすく学びやすい工夫
をして実施・運営します。また、地区別懇談会では、部落差別をはじめとするあらゆる差別解消をめざし、地域の主体的な学びを選択できるコース制の導入、と
もに学ぶ地区別懇談会運営への実施体制の改善等を行い、人権尊重の住みよいまちに向けて人権・同和問題を共に学ぶ場としていきます。
○関係各課との連携において、差別解消、人権尊重の目的を明確にし、それぞれが主管とする研修会・講座等を工夫して実施し、より多くの市民が参加しやす
く、効果的・計画的に研修できるよう人権・同和教育・啓発活動の充実を図ります。
○「部落差別問題に対する正しい認識の重要性」や「忌避意識を払拭することの大切さ」、「インターネットと差別の関係性」などについて研修や講座の中で啓
発していきます。また、「部落差別の解消の推進に関する法律」についてさまざまな機会を捉えて周知します。
○十里まちづくり事業に対する「ねたみ意識」や昔の部落史観など誤った認識を払拭し、正しい認識を周知できるように地区別懇談会や各団体・各職場等への助
言ならびに資料提供をしていきます。
〇新型コロナウイルス感染症に関わる差別事象に対する啓発を行うとともに、お互いを認め合う社会の構築に向けた啓発を行います。

十里地域課題解決のための目標

○１８歳時点での自己を実現する力を育成することを目標として、関係課と連携しながら十里同和教育担当者会を運営していきます。また、部落解放十里子どもを
守り育てる会と連携しながら、保護者や地域のつながりを強めるような働きかけをしていきます。
○解放の力の育成に向け、学習支援事業等で子どもたちの自尊感情や学習意欲の向上を図ります。また、子どもたちの進路保障や自己実現に向けた支援体制の充実
を図ります。
○保護者・地域住民とともに教職員・行政職員が本音で語り合えるような場を栗東市中学校区人権教育地域ネット協議会の研修会などで市内の各所に広げ、今ある
差別の現実や課題解決に向けて学び合い、つながりながら反差別の風土をつくろうとする意識を高めていきます。
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番 号
分
類

事 業 名 目 標 （ 値 ） 取 組 内 容
前 年 度 実 績
（２０２１年度）

実 績
（ ２ ０ ２ ２ 年 度 ） 成 果 課 題

主
管
課

評　価

23
同和問題
（２）

人権尊重と部落解放
をめざす地区別懇談
会

市内全自治会で地区別懇談会を開催するこ
とにより、部落差別の撤廃と地域における
人権意識の高揚を図る。

目標値
・全自治会での実施
・住民意識調査(令和7年)
　「地区別懇談会に積極的に参加したい」
　25％以上

○地域において主体的に取り組みを進
め、人権・同和教育および啓発活動推進
の意識を高め、人権尊重のまちづくりに
むけて効果的な地区別懇談会を実施す
る。

・コロナ禍の状況により開催
時期を検討していたが、年度
途中の感染拡大状況から地区
別懇談会を中止とした。
・代替事業については、各自
治会推進員へ学区別資料配布
日を設定し、内啓説明および
実施依頼を行った。また111
自治会より実施報告があった
が、成果については良い面、
悪い面ともに見られた。

・地区別懇談会説明会
　(全10回実施)
　推進員参加数104名
　参加率83.9％
　協力員またはｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
　参加数125名

人
権
教
育
課

24
同和問題
（２）

人権尊重と部落解放
をめざす市民のつど
い

市民のつどいを通じて、市民一人ひとりの
人権意識の高揚を図る。

目標値
・参加人数
  300人

○全ての市民が、私たち一人ひとりが自
分に関わる問題であることを認識し、心
の通い合った住みよいまちづくりを実現
することを目的とする。

・2月19日(土)の開催を予定
していたが、新型コロナウイ
ルス感染拡大のため開催を中
止した。
・人権啓発作品展については
さきらにて啓発展示を行っ
た。

・2月18日(土)の実施に向けて、
主催人権3団体と協議し、実施内
容等について検討していく。
・人権啓発作品展を計画し、市
民の人権意識の高揚と人権尊重
のまちづくりへの参画を進め
る。

人
権
教
育
課

25
同和問題
（１）
（２）

地域教育推進事業 各種の研修を通じて、委員会の参加者の人
権意識の高揚を図る。
じんけん広場ふれあい文化祭では、さまざ
まな取り組みを通じて、同和問題の解決と
人権意識の高揚を図る。

目標値
・ふれあい文化祭参加者数
　1,000人
・住民意識調査(令和7年)
　「差別を共になくそうとする態度を身に
    つけたい」
　80％以上

○地域住民の親睦を図り、交流を深める
事業(じんけん広場ふれあい文化祭)と差
別事象の根絶を目指した研修(地区別懇談
会・学区人権同和部会合同研修)を推進す
る。

・ふれあい文化祭は、コロナ
禍のため規模縮小となり「じ
んけん広場ふれあい講座」と
展示による開催とし、講座に
は85名の参加があった。
・治田西学区広報紙にて、
「じんけんクロスワードパズ
ル」を掲載し啓発を推進し
た。
・1月29日(土)に小柿地域教
育推進事業運営委員を対象に
研修会を実施する予定だった
が、新型コロナウイルス感染
拡大のため開催を中止した。

・小柿地域教育推進事業実施運
営委員会総会を開催し、ふれあ
い文化祭の実施に向けて計画を
進める。
・コロナ関連による事業の詳細
については、8月の臨時役員会ま
たは9月の役員会で検討する。

人
権
教
育
課

（

人
権
政
策
課
）

26
同和問題
（１）
（２）

中学校区人権教育地
域ネット協議会事業
および学区運営委員
会

人権が尊重された学校・園、地域の実現を
目指し、学校・園、家庭、地域社会が連携
し、人権教育を推進する。

目標値
・3中学校区における合同研修会・交流会
　各1回
・小学校区における連携事業
　各3回

○全体協議会の開催
学校・園・家庭・地域・行政の連携を図
る上での地域課題や人権教育推進のあり
方の協議、小学校区ごとの取り組みの交
流など、中学校区における連携を図る。
○合同研修会の実施
部落問題学習の交流や、保護者・地域住
民とともに学ぶ場を設定し、人権意識の
高揚を図る。
○学区別運営委員会の実施
小学校区における課題を踏まえ、研修会
の開催や各所属の情報交換など人権教育
推進の連携を図る。

○中学校区合同研修会
開催：3回（内2回は映像配
信）
参加人数　中学生150名
　　　　　一般85名
視聴回数　期間配信 151回
          ライブ配信 140回

○小学校区別運営委員会事業
※9小学校区中
　研修会を実施：6小学校区
　研修会資料にて書面開催：
　　　　　　　　1小学校区
　啓発物品等を作成・配布：
　　　　　　　　1小学校区

○中学校区人権教育地域ネット
協議会
・中学校区合同研修会・交流会
の開催に向けて事務局会議を開
催。
・中学校区第1回全体会について
は、2学区で実施し、1学区で新
型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止し、書面開催。

○小学校区別運営委員会
・今後、事業内容について協議
していく予定。

人
権
教
育
課

（

学
校
教
育
課
・
幼
児
課
）

38
同和問題
（３）

準隣保館会議 それぞれの立場から同和地区の幼児児童生
徒保護者に必要な支援をする。
教育・就労に関わる地域課題を明らかに
し、必要な支援・方策を実施する。

目標値
・準隣保館会議
  12回／年開催

○関係校園・課で、地域の教育課題・対
象児童の支援・実態の把握と課題解決に
向けて取り組む。
○また、関係機関連携の下、地域におけ
る課題を分析し、解決につなげる。

・10回開催。
※2回中止、1回規模縮小

・3回開催（6月18日時点）

人
権
教
育
課

（

人
権
政
策
課
）

39
同和問題
（３）

同和教育担当者会議 地域の子どもが自己実現を図るために、子
どもと保護者の解放の力と進路意識を高め
る。

目標値
・同和教育担当者会議
  21回／年開催

○教育実態調査に基づき、関係校園・課
で地域の就学前幼児・児童・生徒にかか
わる支援や教育課題・実態の把握と課題
解決に向けた取り組みを話し合う。

・年間21回開催。
（3回縮小開催・校園および
ひだまりの家担当者）

・5回開催（6月18日時点）

人
権
教
育
課

≪１年間の成果と課題≫

≪「十里地域課題解決のための目標」に対する取り組みの成果と課題≫
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